
議 案 第 ８ １ 号  

 

亀 山 市 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例

の 制 定 に つ い て  

 

亀 山 市 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 を 別

紙 の と お り 制 定 す る 。  

 

 

         平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ７ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

亀 山 市 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 制 定 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  



亀 山 市 条 例 第    号  

 

   亀 山 市 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め

の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ７ 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及

び 法 第 １ ９ 条 第 ９ 号 の 規 定 に 基 づ く 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 し 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 個 人 番 号  法 第 ２ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 を い う 。  

（ ２ ） 特 定 個 人 情 報  法 第 ２ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 特 定 個 人 情 報 を い

う 。  

（ ３ ） 個 人 番 号 利 用 事 務 実 施 者  法 第 ２ 条 第 １ ２ 項 に 規 定 す る 個 人

番 号 利 用 事 務 実 施 者 を い う 。  

（ ４ ） 情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム  法 第 ２ 条 第 １ ４ 項 に 規 定 す

る 情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム を い う 。  

（ 市 の 責 務 ）  

第 ３ 条  市 は 、 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 し 、 そ

の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も に 、

国 と の 連 携 を 図 り な が ら 、 自 主 的 か つ 主 体 的 に 、 地 域 の 特 性 に 応

じ た 施 策 を 実 施 す る も の と す る 。  

 （ 個 人 番 号 の 利 用 範 囲 ）  

第 ４ 条  法 第 ９ 条 第 ２ 項 の 条 例 で 定 め る 事 務 は 、 別 表 第 １ の 左 欄 に

掲 げ る 機 関 が 行 う 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 事 務 、 別 表 第 ２ の 左 欄 に 掲

げ る 機 関 が 行 う 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 事 務 及 び 市 長 又 は 亀 山 市 教 育



委員会 (以下「教育委員会」という。 )が行う法別表第２の第２欄

に 掲 げ る 事 務 と す る 。  

２  別 表 第 ２ の 左 欄 に 掲 げ る 機 関 は 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処

理 す る た め に 必 要 な 限 度 で 、 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 で

あ っ て 当 該 機 関 が 保 有 す る も の を 利 用 す る こ と が で き る 。 た だ し 、

法 の 規 定 に よ り 、 情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム を 使 用 し て 他 の

個 人 番 号 利 用 事 務 実 施 者 か ら 当 該 特 定 個 人 情 報 の 提 供 を 受 け る こ

と が で き る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  市 長 又 は 教 育 委 員 会 は 、 法 別 表 第 ２ の 第 ２ 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処

理 す る た め に 必 要 な 限 度 で 同 表 の 第 ４ 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 で

あ っ て 自 ら が 保 有 す る も の を 利 用 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 法

の 規 定 に よ り 、 情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム を 使 用 し て 他 の 個

人 番 号 利 用 事 務 実 施 者 か ら 当 該 特 定 個 人 情 報 の 提 供 を 受 け る こ と

が で き る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

４  第 ２ 項 の 規 定 に よ る 特 定 個 人 情 報 の 利 用 が あ っ た 場 合 に お い て 、

他 の 条 例 、 規 則 そ の 他 の 規 程 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 個 人 情 報 と 同

一 の 内 容 の 情 報 を 含 む 書 面 の 提 出 が 義 務 付 け ら れ て い る と き は 、

当 該 書 面 の 提 出 が あ っ た も の と み な す 。  

 （ 特 定 個 人 情 報 の 提 供 ）  

第 ５ 条  法 第 １ ９ 条 第 ９ 号 の 条 例 で 定 め る 特 定 個 人 情 報 を 提 供 す る

こ と が で き る 場 合 は 、 市 長 が 教 育 委 員 会 に 対 し 、 又 は 教 育 委 員 会

が 市 長 に 対 し 、 法 別 表 第 ２ の 第 ２ 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め

に 必 要 な 限 度 で 同 表 の 第 ４ 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 の 提 供 を 求 め

た 場 合 に お い て 、 市 長 又 は 教 育 委 員 会 が 当 該 特 定 個 人 情 報 を 提 供

す る と き と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 特 定 個 人 情 報 の 提 供 が あ っ た 場 合 に お い て 、

他 の 条 例 、 規 則 そ の 他 の 規 程 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 個 人 情 報 と 同

一 の 内 容 の 情 報 を 含 む 書 面 の 提 出 が 義 務 付 け ら れ て い る と き は 、

当 該 書 面 の 提 出 が あ っ た も の と み な す 。  

 （ 委 任 ）  



第 ６ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ８ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 第 １ ( 第 ４ 条 関 係 )  

機 関  事 務  

市 長  亀 山 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年

亀 山 市 条 例 第 ８ ４ 号 ） に 定 め る 医 療 費 の 助 成 に 関 す

る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の  

別 表 第 ２ ( 第 ４ 条 関 係 )  

機 関  事 務  特 定 個 人 情 報  

市 長  亀 山 市 福 祉 医 療

費 の 助 成 に 関 す

る 条 例 に 定 め る

医 療 費 の 助 成 に

関 す る 事 務 で あ

っ て 規 則 で 定 め

る も の  

（１）医 療 保 険 各 法 （ 健 康 保 険 法

（ 大 正 １ １ 年 法 律 第 ７ ０ 号 ） 、

船 員 保 険 法 （ 昭 和 １ ４ 年 法 律 第

７ ３ 号 ） 、 私 立 学 校 教 職 員 共 済

法 （ 昭 和 ２ ８ 年 法 律 第 ２ ４ ５

号 ） 、 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法

（昭和３３年法律第１２８号）、

国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法

律 第 １ ９ ２ 号 ） 又 は 地 方 公 務 員

等 共 済 組 合 法 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律

第 １ ５ ２ 号 ） を い う 。 ） 又 は 高

齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 ５ ７ 年 法 律 第 ８ ０ 号 ） に

よ る 医 療 に 関 す る 給 付 の 支 給 又

は 被 保 険 者 資 格 に 関 す る 情 報 で

あ っ て 規 則 で 定 め る も の  
（２）児童福祉法（昭和２２年法律

第 １ ６ ４ 号 ） に よ る 障 害 児 入 所

支 援 又 は 措 置 （ 同 法 第 ２ ７ 条 第

１ 項 第 ３ 号 の 措 置 を い う 。 ） に

関 す る 情 報 で あ っ て 規 則 で 定 め

る も の  
（３）身体障害者福祉法（昭和２４

年 法 律 第 ２ ８ ３ 号 ） に よ る 身 体

障 害 者 手 帳 、 精 神 保 健 及 び 精 神

障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和  



  ２ ５ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） に よ る

精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 又 は 知

的 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 ３ ５ 年 法

律 第 ３ ７ 号 ） に い う 知 的 障 害 者

に 関 す る 情 報 で あ っ て 規 則 で 定

め る も の  
（４）生活保護法（昭和２５年法律

第 １ ４ ４ 号 ） に よ る 保 護 の 実 施

に 関 す る 情 報 で あ っ て 規 則 で 定

め る も の  
（５）地方税法（昭和２５年法律第

２ ２ ６ 号 ） そ の 他 の 地 方 税 に 関

す る 法 律 に 基 づ く 条 例 の 規 定 に

よ り 算 定 し た 税 額 又 は そ の 算 定

の 基 礎 と な る 事 項 に 関 す る 情 報

で あ っ て 規 則 で 定 め る も の  
（６）児童扶養手当法（昭和３ ６ 年

法 律 第 ２ ３ ８ 号 ） に よ る 児 童 扶

養 手 当 の 支 給 に 関 す る 情 報 で あ

っ て 規 則 で 定 め る も の  
（７）住民基本台帳法（昭和４２年

法 律 第 ８ １ 号 ） 第 ７ 条 第 ４ 号 に

規 定 す る 事 項 で あ っ て 規 則 で 定

め る も の  
（８）児童手当法（昭和４６年法律

第 ７ ３ 号 ） に よ る 児 童 手 当 又 は

特 例 給 付 （ 同 法 附 則 第 ２ 条 第 １

項 に 規 定 す る 給 付 を い う 。 ） の

支 給 に 関 す る 情 報 で あ っ て 規 則

で 定 め る も の  
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